
◎平成２４年度後期「現任教育」を行いました。◎平成２４年度後期「現任教育」を行いました。◎平成２４年度後期「現任教育」を行いました。◎平成２４年度後期「現任教育」を行いました。

本年３月に、１号施設巡回警備員教育と２号交通誘導警備員教育の

定期教育講習をそれぞれ行いました。

内容は警備業法・道路交通法・事故の判例勉強会・挨拶敬語・

刑法（正当防衛・緊急避難 他）・刑事訴訟法（現行犯逮捕 他）・応急救護・

護身術・避難誘導の方法・現場保存・遺失物法・基本応用動作・

無線・各種交通規制対応・他それぞれ行いました。

今回も仕事により不参加の者全員に対し、再講習を行います。

北関東自動車道が全線開通して１年以上が経ちました。先日、真岡ICから水戸大洗ICまで行く機会があり、

到着まで１時間未満、また土曜でしたがETC割引で片道千円未満で到着できたので驚きました。

所持しているETCカードは年会費無料で、利用次第ではメリットがあるんだなと実感。

今後GWの長期休暇もあるので、ETC割引を利用して、ちょっと遠くへ足を伸ばすのも良いかもしれないですね。

最後までご閲覧頂き誠にありがとうございました。 編集 斎藤 （営業）

②飲酒運転の罰則について（警視庁②飲酒運転の罰則について（警視庁②飲酒運転の罰則について（警視庁②飲酒運転の罰則について（警視庁HPHPHPHPよりよりよりより 平成平成平成平成25252525年年年年3333月末時点月末時点月末時点月末時点））））
春になり、お酒を飲む機会も増えると思いますが、春になり、お酒を飲む機会も増えると思いますが、春になり、お酒を飲む機会も増えると思いますが、春になり、お酒を飲む機会も増えると思いますが、

今一度飲酒運転の罰則について再認識し、良い春を過ごして参りたいと思います。今一度飲酒運転の罰則について再認識し、良い春を過ごして参りたいと思います。今一度飲酒運転の罰則について再認識し、良い春を過ごして参りたいと思います。今一度飲酒運転の罰則について再認識し、良い春を過ごして参りたいと思います。

＜運転者に対する罰則＞＜運転者に対する罰則＞＜運転者に対する罰則＞＜運転者に対する罰則＞※※※※車両提供者は運転者と同じ処罰になります！
・酒酔い運転・・・・ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・酒気帯び運転・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

[違反点数違反点数違反点数違反点数] ※平成21年6月1日の法改正から点数引き上げとなりました。
・酒酔い運転 点数 25点→ 35点 （改正後）

・酒気帯び運転 （呼気1リットル中のアルコール濃度）

0.25mg以上 点数 13点→25点 （改正後）

0.25mg未満(0.15mg以上) 点数 6点→13点 （改正後）

[酒類の提供・車両の同乗者の罰則酒類の提供・車両の同乗者の罰則酒類の提供・車両の同乗者の罰則酒類の提供・車両の同乗者の罰則]

・運転者が酒酔い運転の場合・・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・運転者が酒気帯び運転の場合・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

以上皆様、気をつけて以上皆様、気をつけて以上皆様、気をつけて以上皆様、気をつけて

参りましょう参りましょう参りましょう参りましょう!!!


